
一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
本
誌
第
三
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）
よ
り
継
続
し
て
い
る
正
倉
院
文

書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録
の
第
十
三
回
目
に
あ
た
る
。
今
回
対
象
と
す
る

の
は
、
天
平
勝
宝
四
（
七
五
二
）
年
で
あ
る
。
本
目
録
作
成
に
至
っ
た
経
緯
や
そ

の
目
的
な
ど
に
つ
い
て
は
、
第
三
号
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

二

凡
例

・
文
書
番
号
は
、
原
則
と
し
て
日
付
順
に
付
し
た
。
但
し
、
特
に
密
接
な
関
係
を

有
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
隣
接
さ
せ
た
場
合
が
あ
る
。

・
文
書
番
号
に
は
階
層
性
を
も
た
せ
て
い
る
。
単
体
の
文
書
が
集
合
し
て
継
文
を

成
す
場
合
、
そ
の
集
合
に
文
書
番
号
を
付
し
、
各
文
書
に
は
枝
番
号
を
付
し
た
。

・
文
書
名
の
付
け
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
書
の
作
成
目
的
が
明
確
に
な
る
よ
う

心
が
け
た
。
し
た
が
っ
て
『
大
日
本
古
文
書
』（
以
下
『
大
日
古
』
と
略
す
）

の
文
書
名
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
往
来
軸
が
あ
る
場
合
は
基
本
的
に

そ
れ
に
基
づ
き
、
公
式
様
文
書
の
場
合
は
発
信
者
と
書
式
を
明
示
す
る
文
書
名

を
付
け
た
。

・
年
月
日
の
項
に
は
、
そ
の
文
書
の
作
成
年
月
日
（
帳
簿
の
場
合
に
は
開
始
年
月

日
）
を
示
し
た
。（

）
は
推
定
。
以
下
全
て
の
項
目
に
お
い
て
、
元
号
の
天

平
勝
宝
は
「
勝
宝
」
と
略
記
し
、
閏
月
は
�
の
よ
う
に
示
し
た
。

・
期
間
／
作
成
の
項
に
は
、
作
成
年
月
日
が
特
定
で
き
る
文
書
に
は
「
作
成
」
を
、

帳
簿
な
ど
複
数
の
年
月
日
に
わ
た
る
場
合
や
特
定
で
き
な
い
場
合
に
は
そ
の
記

載
対
象
の
最
終
年
月
日
を
「
〜
」
に
続
け
て
示
し
た
。
な
お
、
案
文
な
ど
は
記

載
年
月
日
と
作
成
年
月
日
が
同
一
と
は
限
ら
な
い
が
、
特
に
区
別
は
せ
ず
、
記

載
年
月
日
を
も
っ
て
作
成
と
し
た
。

・
写
経
事
業
等
の
項
に
は
、
当
該
文
書
が
主
と
し
て
関
わ
る
写
経
事
業
を
記
し
た
。

特
定
の
写
経
事
業
と
関
係
し
な
い
文
書
に
つ
い
て
は
、「―

」
で
示
し
た
。
ま

た
、
五
月
一
日
経
以
外
の
写
経
事
業
（「
間
写
」）
が
複
数
関
係
す
る
文
書
の
場

正
倉
院
文
書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録
―
天
平
勝
宝
四
年
―

宮

川

麻

紀

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
五
号

二
〇
一
一
年
三
月
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合
、「
間
写
」
と
記
し
た
。

・
文
書
機
能
の
項
に
は
、
当
該
文
書
が
果
た
し
た
機
能
や
内
容
を
摘
記
し
た
。

・
作
成
／
発
信
↓
受
信
の
項
に
は
、
文
書
の
作
成
／
保
管
主
体
、
ま
た
は
文
書
の

発
信
者
／
受
信
者
を
示
し
た
。
ま
た
、
案
文
の
場
合
に
は
「
写
書
所
（
↓
造
東

大
寺
司
）」
と
い
う
形
で
、
推
定
さ
れ
る
正
文
の
受
信
者
を
示
し
た
。

・
大
日
古
の
項
に
は
、『
大
日
古
』
編
年
文
書
二
五
巻
に
お
け
る
所
在
を
巻
数
と

頁
数
に
よ
っ
て
三
５９２
（
三
巻
五
九
二
頁
の
意
）
の
ご
と
く
示
し
た
。

・
文
書
の
所
在
の
頁
で
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。
S＝

正
集
、
Z＝

続
修
、

ZK＝

続
修
後
集
、
ZB＝

続
修
別
集
、
ZZ＝

続
々
修
、
拾
遺＝

国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
編
『
正
倉
院
文
書
拾
遺
』。
断
簡
番
号
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
既
刊
部
分
（
正
集
〜
続
々
修
、
以
下
編
纂
所
目
録
と
略

す
）
は
そ
れ
に
従
い
、
必
要
に
応
じ
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
紙
焼
写
真
に
示

さ
れ
た
紙
数
番
号
を
〈

〉
で
示
し
た
。
未
刊
部
分
は
紙
数
番
号
の
み
を
記
し

た
。

・
次
の
項
に
は
、
当
該
文
書
が
何
次
利
用
か
を
示
し
た
。

・
他
の
利
用
の
項
に
は
、
同
一
の
紙
質
上
で
当
該
文
書
以
外
に
文
字
を
書
く
媒
体

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
を
示
し
た
。
主
に
紙
背
の
利
用
で
あ

る
。
利
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
空
欄
と
し
た
。

・
備
考
の
項
に
は
、
上
記
以
外
の
留
意
点
を
示
し
、
端
裏
書
や
、
八
世
紀
当
時
お

よ
び
近
代
の
編
成
時
に
お
け
る
往
来
軸
・
付
箋
の
情
報
は
必
ず
記
す
こ
と
と
し

た
。
ま
た
、
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
『
正
倉
院
御
物
目
録
』「
未
修
古
文

書
目
録
」（
以
下
、
未
修
目
録
と
略
す
）
に
よ
る
情
報
﹇
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二

〇
〇
三
﹈
を
記
し
た
。

・
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
解
説
は
、
集
成
解
説

と
略
す
。

・
本
目
録
に
含
ま
れ
な
い
勝
宝
四
年
の
内
容
を
含
む
文
書
、
お
よ
び
関
係
す
る
文

書
に
つ
い
て
は
以
下
の
表
記
を
用
い
た
。
文
書
の
所
在
等
に
つ
い
て
は
、
先
行

目
録
の
当
該
文
書
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
紙
墨
等
納
帳
〕
…
天
平
十
九
〜
勝
宝
四
年
、
十
一
１５６
〜
１７０
、〔
吉
松
目
録
九

七
〕

〔
間
経
紙
筆
墨
充
帳
〕
…
天
平
二
十
一
年
〜
勝
宝
七
歳
、
十
５５５
〜
５８８
、〔
新
井
目

録
〇
〇
二
〕

三

写
経
事
業
の
概
観

１

天
平
勝
宝
四
年
よ
り
前
か
ら
続
く
事
業

光
明
皇
后
発
願
の
五
月
一
日
経
の
書
写
は
、
底
本
が
入
手
困
難
で
あ
る
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
天
平
十
五
年
以
降
は
開
元
釈
経
録
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
章
疏
な

ど
も
書
写
対
象
に
加
え
る
方
針
に
転
換
さ
れ
た
﹇
皆
川
一
九
六
二
﹈。
そ
の
後
、

勝
宝
元
年
の
中
断
お
よ
び
勝
宝
二
年
七
月
の
再
開
を
経
て
、
五
月
一
日
経
の
う
ち

経
律
論
集
伝
部
は
勝
宝
三
年
ま
で
で
打
ち
切
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
勝
宝

四
年
四
月
の
大
仏
開
眼
会
の
後
、
大
仏
に
奉
納
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
に
、
開
眼
会
の
直
前
で
あ
る
勝
宝
四
年
三
月
に

は
、
経
律
論
集
伝
部
の
完
成
分
の
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
十
一
９９
）。
こ
う

し
た
こ
と
を
背
景
に
、
勝
宝
四
年
は
五
月
一
日
経
の
う
ち
経
律
論
集
伝
部
を
除
い

た
章
疏
の
書
写
の
み
が
継
続
さ
れ
た
。

こ
こ
で
、
勝
宝
四
年
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
東
大
寺
の
大
仏
開
眼
会
に
つ

い
て
触
れ
て
お
く
。
開
眼
会
は
釈
迦
の
誕
生
日
で
あ
る
四
月
八
日
に
行
わ
れ
る
予

定
で
あ
っ
た
が
、
延
期
さ
れ
て
九
日
に
開
催
さ
れ
た
。
当
日
は
五
月
一
日
経
の
経
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律
論
を
使
用
し
て
、
華
厳
経
を
中
心
と
す
る
一
切
経
の
転
読
が
行
わ
れ
た
。
翌
日

か
ら
は
安
居
に
入
り
、
各
宗
が
五
月
一
日
経
の
章
疏
を
講
説
す
る
。
こ
れ
は
東
大

寺
の
み
で
な
く
十
二
官
大
寺
で
も
行
わ
れ
、
七
月
十
五
日
の
盂
蘭
盆
会
ま
で
続
い

た
。
正
倉
院
文
書
中
に
も
、
転
読
・
講
説
の
た
め
の
経
疏
貸
出
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
勝
宝
四
年
の
出
来
事
と
し
て
、
閏
三
月
二
十
二
日
に
は
新
羅
か
ら
王
子

等
が
来
日
し
、
六
月
十
四
日
に
拝
朝
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
二
十
二
日
に
大
安

寺
・
東
大
寺
で
礼
仏
し
、
経
典
を
献
じ
て
い
る
〔
二
七
―
〇
二
〕。

次
い
で
、
勝
宝
三
年
以
前
か
ら
継
続
し
て
い
る
間
写
経
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き

た
い
。
正
月
食
口
案
に
見
え
る
瑜
伽
師
地
論
は
、
勝
宝
元
年
か
ら
書
写
さ
れ
て
い

る
も
の
で
、〔
紙
墨
等
納
帳
〕
勝
宝
四
年
三
月
十
六
日
の
表
紙
受
納
ま
で
に
は
書

写
が
終
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
同
日
に
は
供
養
（
大
仏
開
眼
供
養
か
）
の
た

め
借
用
請
求
さ
れ
て
い
る
（
三
５６３
〜
５６４
、
こ
の
文
書
は
新
井
目
録
〔
〇
八
五
―
十

三
〕
に
含
ま
れ
る
の
で
本
目
録
で
は
と
ら
な
か
っ
た
）。
ま
た
、
食
口
案
に
よ
れ

ば
三
月
末
〜
四
月
に
か
け
て
題
を
書
き
、
軸
・
緒
を
つ
け
て
完
成
し
た
よ
う
で
あ

る
。ま

た
、
四
月
末
に
は
、
勝
宝
三
年
十
月
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
六
十
華
厳
経
一
部

の
書
写
も
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２

勝
宝
四
年
開
始
の
写
経

少
僧
都
良
弁
の
宣
に
よ
り
開
始
し
た
仏
頂
尊
陀
羅
尼
経
の
書
写
は
、
食
口
案
で

は
正
月
の
み
に
見
え
る
〔
四
―
〇
一
〕。〔
紙
墨
等
納
帳
〕
に
よ
れ
ば
、
正
月
一
日

に
二
巻
料
と
し
て
紙
四
十
張
を
受
納
し
、
残
っ
た
十
五
張
を
内
裏
に
進
納
し
て
い

る
の
で
、
正
月
内
に
終
了
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
月
に
は
食
口
案
に
間
薬
師
経
が
見
え
る
が
〔
四
―
〇
二
〕、
こ
れ
は
薬
師
経

七
巻
の
書
写
で
あ
る
。〔
紙
墨
等
納
帳
〕
に
よ
れ
ば
二
月
十
二
日
に
料
紙
を
受
納

し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
本
目
録
中
の
文
書
に
は
見
え
な
い
。
ま
た
、
二
月
に
は

最
勝
王
経
・
仁
王
経
・
六
巻
抄
・
梵
網
経
疏
の
書
写
も
始
ま
る
。
こ
れ
ら
は
二
月

に
料
紙
を
受
納
し
て
開
始
し
、
十
二
月
か
ら
勝
宝
五
年
に
か
け
て
完
成
し
て
い
る

〔
紙
墨
等
納
帳
〕〔
三
二
〕。

三
月
に
は
廿
部
六
十
華
厳
経
の
書
写
が
再
開
さ
れ
た
〔
十
〕。
こ
の
写
経
事
業

は
天
平
十
九
年
に
開
始
、
翌
年
春
に
中
断
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
勝
宝
四
年
三

月
末
に
突
如
と
し
て
再
開
し
、
四
月
上
旬
に
完
成
す
る
。
こ
れ
は
、
四
月
九
日
の

大
仏
開
眼
会
に
お
け
る
講
説
に
使
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
開
眼
会
に
向
け
た
動

き
と
し
て
は
、
六
宗
厨
子
の
製
作
も
挙
げ
ら
れ
る
〔
十
四
〕。
六
宗
厨
子
は
、
花

厳
・
法
性
・
三
論
・
律
・
薩
婆
多
・
成
実
の
六
宗
が
そ
の
経
論
を
納
め
て
大
仏
殿

に
安
置
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
厨
子
の
扉
に
は
、
各
宗
の
教
学

内
容
に
関
係
の
深
い
尊
像
が
描
か
れ
た
。
そ
の
作
業
は
閏
三
月
半
ば
に
始
ま
り
、

ま
ず
主
任
画
師
が
下
絵
を
描
い
た
う
え
で
、
他
の
画
師
等
に
よ
っ
て
彩
色
が
施
さ

れ
る
と
い
う
段
階
を
踏
ん
だ
。
開
眼
会
へ
向
け
て
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。﹇
野
間
一
九
四
一
﹈﹇
風
間
二
〇
〇
〇
﹈

四
月
末
に
は
、
理
趣
経
疏
・
弁
中
辺
論
疏
の
書
写
が
始
ま
る
。
継
・
打
・
界
が

終
わ
り
、
装
�
か
ら
紙
が
進
上
さ
れ
る
の
は
五
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
実
質

的
な
書
写
は
五
月
以
降
な
さ
れ
た
〔
紙
墨
等
納
帳
〕。
十
二
月
に
は
装
幀
が
終

わ
っ
て
い
る
〔
三
二
〕。

五
月
に
は
い
わ
ゆ
る
三
部
華
厳
経
書
写
も
開
始
す
る
〔
二
五
〕。
こ
れ
は
三
嶋

宗
万
呂
・
大
原
魚
次
・
辛
浄
足
に
よ
り
一
部
ず
つ
書
写
さ
れ
た
六
十
華
厳
経
で
あ

る
。
勝
宝
六
年
に
書
写
の
場
を
法
華
寺
外
嶋
院
に
移
し
た
。
な
お
、
薗
田
氏
の
表

１５４
番
で
九
月
開
始
と
さ
れ
て
い
る
六
十
華
厳
経
（
緑
紙
）
一
部
は
、
三
部
華
厳
経

の
う
ち
辛
浄
足
が
担
当
す
る
緑
紙
の
華
厳
経
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
は
継
・
打
・
界

の
後
、
十
月
に
造
上
さ
れ
る
が
、
浄
足
に
充
て
ら
れ
た
の
は
勝
宝
五
年
二
月
か
ら
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で
あ
り
、
こ
れ
以
降
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
十
５６２
）（
佐
々
田
目
録
Ｂ
）

〔
佐
々
田
二
〇
〇
五
〕。

六
月
に
は
六
十
華
厳
経
一
部
・
八
十
華
厳
経
一
部
の
書
写
が
始
ま
る
。
胡
桃
紙

を
華
厳
経
二
部
料
と
し
て
受
納
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
〔
紙
墨
等
納
帳
〕、
八
十

華
厳
経
の
初
帙
は
十
月
に
装
幀
の
た
め
経
紙
を
装
�
に
充
て
、
十
二
月
に
造
上
さ

れ
完
成
し
て
い
る
〔
三
二
〕。
一
方
、
六
十
華
厳
経
は
、〔
二
五
〕
よ
り
大
原
魚
次

が
書
写
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
三
部
華
厳
経
と
混
同
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も

あ
り
、
不
明
な
点
が
多
い
。（
佐
々
田
目
録
Ａ
）﹇
佐
々
田
二
〇
〇
五
﹈

八
月
に
は
七
部
経
の
用
度
申
請
が
な
さ
れ
〔
二
四
―
〇
二
〕、
料
紙
が
受
納
さ

れ
た
〔
三
六
〕。
七
部
経
の
書
写
は
勝
宝
五
年
の
布
施
申
請
ま
で
続
い
て
い
る

（
十
三
４３
〜
４４
）。
ま
た
、
故
信
勝
尼
の
追
福
の
た
め
法
華
経
一
部
の
書
写
が
開
始

さ
れ
〔
三
六
〕、
九
月
に
は
軸
・
緒
が
収
納
さ
れ
て
い
る
〔
三
九
〕。

九
月
に
な
る
と
、
法
華
経
四
品
と
卅
二
相
八
十
種
好
経
の
書
写
が
開
始
さ
れ
る

〔
三
六
〕。

十
月
・
十
一
月
の
食
口
案
か
ら
は
「
九
巻
雑
経
」
の
書
写
・
装
�
作
業
が
う
か

が
え
〔
四
―
十
一
・
十
二
〕、
十
月
に
は
筆
・
墨
を
辛
浄
足
に
充
て
た
こ
と
が
分

か
る
〔
二
五
〕。

十
二
月
に
は
薬
師
経
の
書
写
が
行
わ
れ
た
。
料
紙
の
収
納
か
ら
始
ま
り
〔
三

六
〕、
装
幀
し
て
提
出
さ
れ
る
ま
で
〔
三
二
〕、
十
二
月
中
に
終
了
し
て
い
る
。

四

個
別
文
書
の
検
討

〔
五
〕
最
勝
王
経
・
仁
王
経
・
六
巻
抄
・
梵
網
経
疏
の
用
度
物
を
申
請
す
る
文
書

の
案
。〔
紙
墨
等
納
帳
〕
よ
り
、
二
月
一
日
の
宣
で
翌
二
日
に
料
紙
を
収
納

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、〔
紙
墨
等
納
帳
〕
で
二
月
二
日
に
装
�

能
登
忍
人
に
充
て
ら
れ
た
二
二
〇
張
は
、
本
文
書
の
「
見
写
料
」
に
合
致
し

て
い
る
。

〔
六
〕
こ
の
継
文
は
、
一
次
利
用
の
段
階
で
諸
所
か
ら
の
文
書
を
貼
り
継
ぎ
、
巻

子
状
に
し
て
保
管
し
て
い
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
奉
写
一
切
経
所
告
朔
案

（
宝
亀
四
年
）
に
二
次
利
用
し
た
と
さ
れ
て
い
る
﹇
大
平
一
九
九
〇
﹈。
こ
れ

に
従
え
ば
、〔
六
〕
の
前
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る
勝
宝
三
年
の
文
書
も
合
わ

せ
て
、
一
連
の
継
文
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。〔
―
〇
一
〕
は
、
内
裏
か

ら
の
宣
に
よ
っ
て
、
造
東
大
寺
司
が
法
華
寺
三
綱
に
疏
の
貸
出
を
請
求
す
る

文
書
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
は
法
華
寺
か
ら
疏
を
借
り
る
と
、
本
文
書
と
と

も
に
内
裏
に
貸
し
出
し
た
。
本
文
書
は
疏
と
と
も
に
移
動
し
、
内
裏
か
ら
法

華
寺
へ
疏
を
返
却
し
た
際
、
そ
の
旨
を
追
記
し
て
造
東
大
寺
司
に
渡
さ
れ
た
。

〔
―
〇
三
〕
は
、
紫
微
中
台
か
ら
造
東
大
寺
司
に
対
す
る
経
典
借
用
申
請
で

あ
る
。
本
文
書
は
造
東
大
寺
司
か
ら
写
書
所
へ
渡
さ
れ
た
後
、
写
書
所
に
留

め
置
か
れ
た
ま
ま
、
貸
出
と
返
却
の
記
録
が
追
筆
さ
れ
た
。〔
―
〇
四
〕
は
、

藤
原
仲
麻
呂
の
家
政
機
関
か
ら
造
東
大
寺
司
に
対
す
る
、
論
・
疏
・
一
切
経

目
録
の
借
用
申
請
。
仲
麻
呂
家
の
五
月
一
日
経
書
写
事
業
に
使
用
す
る
た
め

で
あ
る
。
な
お
、
仲
麻
呂
家
で
は
五
月
一
日
経
の
中
で
も
特
に
、
大
小
乗

論
・
疏
の
書
写
か
ら
始
め
た
よ
う
で
あ
る
﹇
栄
原
一
九
九
九
﹈。〔
―
〇
五
〕

は
、
東
大
寺
か
ら
写
書
所
へ
の
経
典
借
用
申
請
。〔
二
八
〕
に
も
見
え
る
。

写
書
所
で
は
、
貸
し
た
も
の
に
「
請
」、
な
い
も
の
に
「
无
」
を
書
き
こ
み
、

返
却
さ
れ
た
際
に
合
点
と
「
返
了
」
を
追
筆
。〔
―
〇
七
〕
は
興
福
寺
僧
慈

訓
か
ら
造
東
大
寺
司
へ
の
経
典
借
用
請
求
を
、
造
東
大
寺
司
で
抄
出
し
た
も

の
﹇
石
上
二
〇
〇
六
﹈。
文
書
の
奥
に
は
写
書
所
に
対
し
奉
行
を
命
じ
る
造

東
大
寺
司
符
が
追
記
さ
れ
、
写
書
所
で
合
点
等
を
付
し
な
が
ら
点
検
し
て
貸

し
出
し
た
。
ま
た
、
返
却
の
際
に
も
、
写
書
所
に
お
い
て
そ
の
旨
が
追
筆
さ
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れ
た
。〔
二
八
〕
の
記
載
に
合
致
し
、
合
点
の
付
さ
れ
た
九
巻
が
貸
し
出
さ

れ
て
い
る
。〔
―
〇
八
〕
は
市
原
王
家
か
ら
造
東
大
寺
司
へ
の
経
典
借
用
請

求
を
、
造
東
大
寺
司
で
抄
出
し
た
も
の
。
造
東
大
寺
司
で
判
を
加
え
、
写
書

所
で
貸
出
お
よ
び
返
却
の
際
に
追
筆
さ
れ
た
。
な
お
、
紙
背
に
は
「
請
」

「
无
」
の
追
記
が
あ
り
（
未
収
）、
写
書
所
で
所
在
を
調
べ
た
時
の
も
の
と
思

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、〔
六
〕
は
基
本
的
に
日
付
順
に
並
ん
で
い
る
が
、〔
―

〇
一
〕〔
―
〇
二
〕
は
一
見
そ
の
秩
序
を
乱
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
文
書
は
、
紙
背
の
付
箋
「
牒
写
経
所

裏
奉
写
一
切
経
所
解

申
六
月
告
朔
事

二
枚
」
か
ら
、
原
状
の
貼
り
継
ぎ
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
さ
ら
に
、〔
―
〇
一
〕
は
内
裏
か
ら
法
華
寺
に
経
典
が
返
送
さ
れ

た
後
、
そ
の
旨
が
文
書
に
追
記
さ
れ
、
造
東
大
寺
司
へ
戻
っ
て
き
た
の
が

〔
―
〇
三
〕
の
七
月
二
十
二
日
以
降
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。〔
―
〇
二
〕

も
同
様
に
経
典
と
と
も
に
移
動
し
て
造
東
大
寺
司
へ
戻
っ
た
と
す
れ
ば
、

〔
六
〕
全
体
が
当
初
貼
り
継
が
れ
た
状
態
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
勝
宝
三
年
の
文
書
（
吉
永
目
録
〔
八
二
〜
八
四
〕
な
ど
）
も
合
わ

せ
て
、「
奉
写
一
切
経
所
告
朔
解
案
帳
」
に
二
次
利
用
さ
れ
る
以
前
か
ら
一

連
の
継
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

〔
七
〕
造
東
大
寺
司
政
所
か
ら
支
給
さ
れ
た
紙
の
納
入
記
録
。
大
日
古
九
４５１
（
天

平
二
十
年
三
月
十
二
日
）
と
九
４５２
（
同
年
十
一
月
十
九
日
）
と
の
間
に
補
入

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
平
十
九
〜
二
十
年
に
請
求
し
た
紙
を
勝
宝
四
年

に
受
納
し
た
た
め
で
あ
る
。
廿
部
六
十
華
厳
経
の
書
写
は
天
平
十
九
年
に
開

始
、
二
十
年
に
中
断
さ
れ
た
が
、
勝
宝
四
年
の
再
開
時
に
そ
の
未
写
分
を
書

写
し
て
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
下
、﹇
渡
辺
一
九
九

八
﹈
に
多
く
拠
る
。

〔
八
〕
天
平
十
九
・
二
十
年
の
未
写
分
七
部
の
経
典
を
経
師
に
割
り
振
っ
た
帳
簿
。

た
だ
し
、
一
部
六
十
巻
を
七
部
で
な
く
、
各
部
の
未
写
で
あ
る
た
め
、
総
計

一
四
四
巻
。

〔
九
〕
天
平
二
十
年
に
完
了
し
た
八
十
華
厳
経
書
写
料
紙
が
「
未
請
」
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
六
十
華
厳
経
料
を
使
用
し
た
た
め
（
九
３７５
）。「
三
月
廿
二
日
」

が
〔
十
〕
の
装
�
へ
の
充
紙
の
日
付
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
勝
宝
四
年
と

推
定
で
き
る
。

〔
十
〕〔
―
〇
一
〕
は
継
・
打
・
界
の
記
録
。
三
月
二
十
二
日
・
閏
三
月
十
四
日
に

充
て
た
二
八
〇
〇
張
は
、〔
七
〕
で
支
給
さ
れ
た
二
八
五
〇
張
か
ら
儲
料
の

五
十
張
を
除
い
た
量
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
装
�
が
継
・
打
・
界
を
し
て
進

上
し
た
二
七
二
〇
張
は
、〔
十
一
〕
で
経
師
に
充
て
た
二
七
二
二
張
に
近
く
、

必
要
最
小
限
の
み
装
�
し
た
こ
と
が
分
か
る
。〔
―
〇
二
〕
は
、
書
写
し
た

経
巻
の
装
幀
作
業
の
記
録
。「
見
可
造
」
と
あ
る
未
装
幀
分
計
二
三
七
巻
は
、

天
平
十
九
・
二
十
年
分
と
勝
宝
四
年
書
写
の
一
四
四
巻
と
を
合
わ
せ
た
数
で

あ
る
。
閏
三
月
五
日
〜
二
十
五
日
ま
で
に
充
て
た
表
紙
一
一
九
張
は
こ
れ
に

合
致
す
る
（
表
紙
は
一
張
で
二
巻
分
で
あ
る
た
め
）
が
、
四
月
に
充
て
た
五

四
張
は
ど
の
経
巻
の
表
紙
か
不
明
。
な
お
、
こ
こ
で
充
て
た
表
紙
一
七
三
張

は
、
勝
宝
元
年
に
廿
一
部
華
厳
経
表
紙
料
と
し
て
残
っ
て
い
た
一
六
八
張
に

近
い
。〔
―
〇
三
〕
は
校
生
の
手
実
に
相
当
す
る
記
載
。
た
だ
し
、〔
十
二
〕

と
は
校
生
や
紙
数
が
相
違
す
る
。

〔
十
二
〕
校
正
作
業
の
進
行
と
と
も
に
記
さ
れ
た
口
座
式
の
帳
簿
。
計
八
一
六
八

張
で
あ
り
、〔
十
一
〕
の
充
紙
合
計
二
七
二
二
張
の
約
三
倍
に
相
当
す
る
た

め
、
三
校
し
た
こ
と
が
分
か
る
。〔
十
―
〇
二
〕
で
は
校
正
後
の
経
巻
が
閏

三
月
五
日
〜
二
十
五
日
に
装
�
に
充
て
ら
れ
て
装
幀
さ
れ
て
い
る
の
で
、
校

正
は
三
月
か
ら
閏
三
月
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

〔
十
三
〕
閏
三
月
十
七
日
に
二
人
分
、
二
十
日
に
六
人
分
の
食
器
が
用
意
さ
れ
て
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お
り
、〔
四
―
〇
四
〕
で
給
食
さ
れ
て
い
る
画
師
七
人
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
画
師
七
人
は
〔
十
四
〕
冒
頭
に
見
え
る
高
善
君
万
呂
と
、
各
厨
子
の

主
任
画
師
で
あ
る
。
六
宗
厨
子
は
、
記
録
が
途
絶
え
る
四
月
五
日
か
ら
程
な

く
完
成
し
、
開
眼
会
に
出
陳
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
十
四
〕〔
―
〇
一
〕
は
各
厨
子
の
主
任
画
師
や
担
当
画
師
を
列
挙
し
、
様
料
（
下

書
き
用
）
の
紙
の
支
給
や
出
勤
日
と
思
わ
れ
る
日
付
を
書
き
込
ん
で
い
る
。

〔
十
六
〕
よ
り
前
に
作
成
さ
れ
た
が
、〔
十
六
〕
が
作
ら
れ
た
後
も
書
き
足
さ

れ
、
作
業
終
了
日
の
四
月
五
日
ま
で
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。〔
―
〇
二
〕

は
〔
―
〇
一
〕
の
修
正
を
反
映
し
て
い
る
。

〔
十
六
〕〔
―
〇
一
〕
に
は
〔
十
四
―
〇
一
〕
の
修
正
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

以
後
に
書
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。〔
―
〇
二
〕
は
〔
―
〇
三
〕
に
訂
正
を

加
え
て
お
り
、
そ
れ
が
〔
―
〇
一
〕
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、〔
―

〇
三
〕
↓
〔
―
〇
二
〕
↓
〔
―
〇
一
〕
の
順
に
書
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

〔
―
〇
四
〕〔
―
〇
五
〕
の
修
正
も
〔
―
〇
一
〕
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
訂
正

が
多
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、〔
―
〇
一
〕
〜
〔
―
〇
三
〕
よ
り
前
に
書
か
れ

た
も
の
か
。
な
お
、〔
―
〇
五
〕
は
内
容
か
ら
第
六
厨
子
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。

〔
十
七
〕
三
５５５
に
よ
れ
ば
、
写
書
所
が
法
華
寺
の
宝
浄
尼
に
借
り
て
い
た
経
疏
で

あ
る
。
法
華
寺
が
開
眼
会
で
使
用
す
る
に
あ
た
り
、
返
却
さ
れ
た
。

〔
十
八
〕
造
東
大
寺
司
が
貸
し
出
し
て
い
る
経
・
論
・
疏
の
目
録
。
あ
る
期
間
分

の
項
目
を
ま
と
め
て
記
し
て
お
り
、
伝
世
木
簡
の
よ
う
な
個
別
の
記
録
を
ま

と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
﹇
東
野
一
九
七
六
﹈。

〔
十
九
〕
東
大
寺
か
ら
写
書
所
へ
の
経
・
疏
の
返
送
状
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
典

は
、
智
憬
が
勝
宝
三
年
四
月
に
借
り
た
も
の
（
三
５４５
）
と
、
教
輪
が
借
り
た

も
の
で
あ
る
。

〔
二
十
〕
大
仏
開
眼
会
に
お
け
る
講
説
の
た
め
、
経
典
を
法
華
寺
内
の
外
嶋
院
や

松
本
宮
（
中
宮
で
あ
る
太
皇
太
后
宮
子
に
関
わ
る
か
）
か
ら
借
用
し
た
記
録
。

「
小
杉
文
庫
」
と
呼
ば
れ
る
小
杉
榲
邨
旧
蔵
の
書
画
類
と
と
も
に
藤
江
喜
重

氏
が
家
蔵
。
本
文
書
を
本
紙
と
し
、
天
平
四
年
「
山
城
国
愛
宕
郡
計
帳
断

簡
」
を
表
具
の
中
廻
し
に
転
用
し
た
掛
幅
装
で
あ
っ
た
が
、
重
要
文
化
財
指

定
申
請
に
先
立
ち
、
解
体
さ
れ
て
本
文
書
は
掛
幅
装
に
、
計
帳
断
簡
は
巻
子

本
に
仕
立
て
直
さ
れ
、
静
岡
県
立
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
大

日
古
が
「
為
三
日
訖
」
と
す
る
追
筆
は
「
為
三
日
説
」
の
誤
り
で
、
開
眼
会

以
降
の
講
説
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
大
日
古
は
松
本
宮
か
ら
の
奉
請
を

「
七
日
」
と
す
る
が
、
原
文
書
で
は
「
八
」
を
訂
正
し
て
「
七
」
と
し
て
い

る
。
四
月
八
日
の
開
眼
会
が
九
日
に
延
期
さ
れ
た
こ
と
で
、
写
書
所
実
務
担

当
者
が
錯
誤
し
た
可
能
性
が
あ
る
。﹇
原
一
九
八
〇
﹈

〔
二
一
〕
翌
日
の
四
月
八
日
に
東
大
寺
が
灌
仏
会
を
行
う
た
め
、
写
書
所
に
経
典

の
借
用
申
請
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
七
日
に
は
開
眼
会
の
延
期
が

決
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
﹇
原
一
九
八
〇
﹈。

〔
二
三
〕
廿
部
六
十
華
厳
経
の
書
写
に
お
い
て
、
経
師
が
用
い
た
紙
数
を
報
告
し

た
手
実
。〔
八
〕
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。〔
十
一
〕
よ
り
後
に
も
紙
が
支
給
さ
れ

た
こ
と
が
分
か
る
。

〔
二
四
〕〔
―
〇
一
〕
は
〔
―
〇
二
〕
の
草
案
。〔
―
〇
二
〕
の
端
裏
書
の
一
部
が

奥
裏
に
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、〔
―
〇
一
〕〔
―
〇
二
〕
の
順
に
貼
り
継
が

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
﹇
杉
本
二
〇
〇
一
﹈。
ま
た
、〔
―
〇
二
〕
と
〔
―

〇
五
〕
の
付
箋
「
十
六
ノ
八
」
よ
り
、
続
々
修
成
巻
以
前
か
ら
〔
―
〇
二
〕

〜
〔
―
〇
五
〕
ま
で
の
十
一
紙
が
現
状
の
ま
ま
接
続
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
つ
ま
り
、〔
二
四
〕
は
写
書
所
が
〔
―
〇
一
〕
か
ら
〔
―
〇
五
〕
ま
で

を
こ
の
順
に
貼
り
継
い
で
保
管
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
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〔
―
〇
四
〕
の
「
已
請
了
色
紙
一
千
七
百
五
十
張
」
は
、
勝
宝
三
年
十
月
十

三
日
に
収
納
さ
れ
た
胡
桃
紙
一
七
五
〇
張
に
合
致
す
る
〔
紙
墨
等
納
帳
〕。

〔
二
五
〕
当
初
は
六
十
華
厳
経
料
（
三
嶋
宗
万
呂
奉
写
）
の
記
録
と
し
て
書
き
始

め
ら
れ
た
、
間
写
に
お
け
る
筆
墨
受
納
の
帳
簿
。
こ
の
六
十
華
厳
経
は
こ
の

頃
開
始
さ
れ
、
勝
宝
六
年
に
書
写
の
場
を
法
華
寺
外
嶋
院
に
移
し
た
三
部
華

厳
経
書
写
事
業
で
あ
る
。
三
嶋
宗
万
呂
の
他
、
大
原
魚
次
・
辛
浄
足
が
書
写

し
て
い
る
。（
佐
々
田
目
録
Ｂ
）﹇
佐
々
田
二
〇
〇
五
﹈

〔
二
七
〕
写
書
所
が
借
り
受
け
た
経
・
疏
を
記
録
す
る
た
め
、
奉
請
文
案
や
経
典

貢
進
状
な
ど
を
貼
り
継
い
だ
継
文
。〔
―
〇
一
〕
は
珍
努
宮
に
対
す
る
経

典
・
荘
厳
具
の
借
用
申
請
の
抄
出
。〔
―
〇
三
〕
は
衆
僧
に
施
し
た
物
の
う

ち
、
大
仏
に
献
上
し
た
物
を
写
書
所
が
借
り
納
め
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。

〔
―
〇
五
〕
は
聖
武
太
上
天
皇
の
一
周
忌
に
経
・
帙
を
貢
進
す
る
旨
を
記
し

た
書
状
。
一
周
忌
の
法
要
は
勝
宝
九
歳
五
月
二
日
に
行
わ
れ
た
（『
続
紀
』）。

文
書
の
奥
に
は
六
月
二
十
一
日
に
写
書
所
へ
経
・
帙
を
貸
し
出
し
た
際
の
奉

請
文
の
抄
出
と
、
写
書
所
に
お
け
る
検
納
の
記
録
が
能
登
忍
人
に
よ
っ
て
記

さ
れ
て
い
る
。

〔
二
八
〕
前
半
の
合
計
九
巻
は
〔
六
―
〇
七
〕
よ
り
、
五
月
二
十
三
日
に
慈
訓
か

ら
借
り
た
こ
と
が
分
か
る
。

〔
三
十
〕
造
東
大
寺
司
が
経
疏
を
内
裏
か
ら
借
り
て
、
善
心
尼
師
所
へ
貸
し
出
し

た
記
録
。
善
心
尼
は
橘
寺
の
尼
（
三
１９３
）。

〔
三
一
〕〔
―
〇
一
〕
と
〔
―
〇
二
〕
は
近
似
す
る
が
、
後
者
は
完
形
で
、
阿
倍
麻

呂
の
上
日
の
み
異
な
る
。
紙
背
の
付
箋
「
一
」「
二
」
よ
り
、
続
々
修
編
纂

時
に
七
紙
目
・
八
紙
目
の
順
に
復
原
し
て
貼
り
継
い
だ
こ
と
が
分
か
る
。

〔
三
二
〕
装
幀
の
た
め
装
�
に
経
紙
を
充
て
た
記
録
。
理
趣
経
疏
か
ら
八
十
華
厳

経
ま
で
は
七
月
二
日
に
、
薬
師
経
は
十
二
月
二
十
三
・
二
十
四
日
に
校
正
を

終
え
て
い
る
の
で
（
十
一
２０
）、
同
日
中
に
装
�
に
充
て
ら
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。
勝
宝
五
年
五
月
二
十
九
日
以
降
は
そ
れ
以
前
と
書
式
が
異
な
り
、
随

時
書
き
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、〔
六

一
〕
は
そ
れ
を
新
た
な
帳
簿
に
ま
と
め
な
お
し
て
書
き
継
い
で
い
っ
た
も
の

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
清
書
し
た
帳
簿
が
〔
三
三
〕
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

〔
三
三
〕
抹
消
符
が
付
さ
れ
て
い
る
〔
三
二
〕
の
梵
網
経
疏
（
七
月
二
日
）、〔
六

一
〕
の
法
華
経
（
九
月
二
十
二
日
）
が
本
文
書
で
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

〔
三
二
〕
と
〔
六
一
〕
の
訂
正
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、〔
三
二
〕
の
五

月
二
十
九
日
か
ら
の
記
載
も
、
そ
れ
以
前
と
同
形
式
に
書
き
直
し
て
い
る
。

一
方
、
本
文
書
は
五
紙
目
か
ら
、
装
�
の
人
名
を
挙
げ
て
個
々
人
の
充
紙
記

録
を
記
す
形
式
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

〔
三
四
〕
書
写
に
用
い
た
紙
と
そ
の
残
り
の
紙
数
を
記
録
し
た
も
の
。
理
趣
経

疏
・
弁
中
辺
論
疏
に
用
い
た
二
四
一
張
は
、
校
正
作
業
を
し
た
九
十
三
張
と

一
四
八
張
の
合
計
に
合
致
す
る
（
十
一
２０
）。
ま
た
、
表
紙
用
の
紙
が
七
月

九
日
に
充
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
装
幀
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
三
五
〕
七
部
経
の
一
つ
で
あ
る
金
光
明
経
の
用
度
申
請
解
の
案
。
第
四
紙
冒
頭

は
切
断
さ
れ
、
残
画
が
あ
る
。
文
書
の
奥
に
別
筆
で
「
用
度
文
」
と
あ
る
の

は
、
紙
背
の
〔
二
四
―
〇
一
〕
を
指
す
。

〔
三
七
〕
七
部
経
書
写
に
使
用
す
る
紙
と
そ
の
残
り
に
つ
い
て
記
し
た
文
書
。〔
三

六
〕
で
八
月
七
日
に
計
七
七
八
張
が
収
納
さ
れ
て
お
り
、
勝
宝
五
年
十
二
月

十
日
の
「
写
書
所
解
案
」（
十
三
４３
〜
４４
）
は
計
七
三
一
張
使
用
し
た
こ
と

を
報
告
し
て
い
る
の
で
、
本
文
書
の
合
計
八
六
〇
張
は
そ
れ
ら
よ
り
大
幅
に

多
い
。
ま
た
、「
可
遺
百
八
十
二
張
」
を
引
く
と
六
七
八
張
と
な
り
、
逆
に

少
な
す
ぎ
る
。
な
お
、
金
光
明
経
・
最
勝
王
経
・
弥
勒
経
お
よ
び
薬
師
経
の
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紙
数
は
〔
三
六
〕
と
同
じ
な
の
で
、「
可
遺
」
が
一
八
二
張
で
な
く
八
二
張

な
ら
ば
、
八
六
〇
張
か
ら
八
二
張
を
除
い
た
七
七
八
張
が
〔
三
六
〕
で
実
際

に
収
納
さ
れ
た
紙
数
に
合
致
す
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
八
月
七
日
付
け
で
写

経
料
紙
を
申
請
す
る
文
書
の
草
案
か
、
も
し
く
は
予
算
を
記
録
し
た
文
書
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、〔
二
四
―
〇
一
〕〔
二
四
―
〇
二
〕
で
「
先
請
了
」
と
さ

れ
る
経
紙
八
一
〇
張
に
近
い
が
、
そ
れ
と
も
異
な
る
。〔
二
四
―
〇
一
〕〔
二

四
―
〇
二
〕
を
作
る
に
あ
た
り
、
経
典
ご
と
の
料
紙
数
を
ま
と
め
た
も
の
か
。

〔
三
八
〕
七
部
経
料
紙
の
余
り
を
記
す
が
、「
写
経
料
紙
用
残
帳
」（
十
三
２３
〜

２８
）
勝
宝
五
年
八
月
二
十
四
日
以
降
の
記
載
と
も
数
量
が
異
な
る
た
め
、
使

用
し
た
残
り
の
紙
数
で
な
く
、
予
備
の
紙
数
を
記
し
た
も
の
か
。

〔
三
九
〕
内
容
は
〔
三
六
〕
の
八
月
十
二
日
か
ら
の
記
載
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
本

帳
簿
の
訂
正
が
〔
三
六
〕
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
帳
簿
の
方
が
前
段

階
の
も
の
で
あ
る
。

〔
四
一
〕
他
田
水
主
が
写
経
料
紙
を
継
・
打
さ
せ
、
舎
人
に
付
し
て
進
送
す
る
旨

を
記
し
た
文
書
の
案
。
紙
背
の
〔
三
八
〕
を
作
成
す
る
際
に
水
主
が
反
故
と

し
て
使
用
し
た
か
。

〔
四
二
〕
前
半
が
〔
十
―
〇
一
〕
に
、
後
半
が
〔
十
―
〇
二
〕
に
紙
数
が
合
致
。

余
白
に
書
か
れ
た
久
米
家
足
の
作
業
分
二
〇
二
四
張
は
〔
十
―
〇
一
〕
と

〔
十
―
〇
二
〕
の
合
計
に
合
致
す
る
の
で
、「
四
百
」
の
傍
書
は
こ
の
後
の
追

加
分
か
。

〔
四
三
〕
廿
部
六
十
華
厳
経
と
は
別
の
事
業
の
記
録
で
あ
る
﹇
渡
辺
一
九
九
八
﹈。

〔
四
六
〕
経
師
・
校
生
・
装
�
の
上
日
を
口
座
式
に
記
し
た
帳
簿
。
付
箋
「
二
ノ

十
」
と
あ
り
未
修
目
録
で
六
枚
半
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
続
々
修
編
纂

以
前
に
は
第
七
紙
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
七
紙
目
に

「
一
」、
八
紙
目
に
「
二
」
の
付
箋
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
続
々
修
編
纂
時
に
八

紙
目
を
貼
り
継
い
で
復
原
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

〔
四
七
〕
勝
宝
四
年
の
書
写
に
携
わ
っ
て
お
ら
ず
、
天
平
十
九
・
二
十
年
の
書
写

を
担
当
し
た
経
師
ば
か
り
を
列
挙
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
天
平
十
九
・
二
十

年
段
階
で
書
写
し
な
が
ら
、
布
施
未
支
給
に
な
っ
て
い
た
分
の
清
算
を
す
る

た
め
の
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
文
書
と
は
経
師
の
名
が
一
致
し
な

い
が
、「
華
厳
経
本
充
行
帳
」（
九
６２５
〜
６２８
）
の
各
所
に
見
え
る
「
勝
宝
四
年

十
二
月
廿
八
日
給
了
」
と
い
う
記
載
は
、
こ
の
最
終
決
算
を
受
け
て
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。﹇
渡
辺
一
九
九
八
﹈

〔
四
八
〕
三
部
華
厳
経
の
う
ち
、
辛
浄
足
が
書
写
を
担
当
す
る
一
部
に
関
す
る
文

書
。
緑
紙
の
合
計
一
〇
四
二
張
は
、「
造
東
大
寺
司
牒
案
」（
拾
遺
１４
）
で
浄

足
に
充
て
ら
れ
て
い
る
「
一
請
青
褐
紙
一
千
�
二
張
」
と
い
う
記
述
に
合
致

す
る
。
ま
た
、
本
文
書
中
の
九
月
十
九
日
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
紙

数
の
記
録
は
、〔
三
六
〕〔
三
九
〕
の
収
納
記
録
と
合
致
す
る
。
そ
し
て
、
十

二
月
ま
で
に
収
納
さ
れ
た
料
紙
は
「
先
請
」
と
さ
れ
、
そ
れ
を
上
回
る
一
五

四
三
張
が
予
算
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。

〔
四
九
〕
訂
正
部
分
が
〔
五
十
〕
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、「
妙
法
蓮
華
経
」

の
文
字
が
す
べ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
、〔
三
六
〕〔
三
九
〕
の
九
月
十
四

日
と
同
じ
組
み
合
わ
せ
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
本
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

〔
五
十
〕
の
案
文
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
五
一
〕
全
文
一
筆
で
、「
請
」（
貸
し
出
し
た
も
の
）、「
止
」（
貸
し
出
さ
な
か
っ

た
も
の
）
の
追
記
も
同
筆
か
。
造
東
大
寺
司
官
人
が
本
文
書
を
持
っ
て
経
典

を
借
り
に
行
き
、
紫
微
中
台
官
人
と
と
も
に
チ
ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
「
請
」
な

ど
を
書
き
込
み
、
借
り
出
し
た
合
計
数
や
位
署
を
記
し
て
、
紫
微
中
台
官
人

が
自
署
を
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勝
宝
五
年
の
内
裏
で
の
経
典
受
け
取
り

も
紫
微
中
台
官
人
が
「
検
収
」
し
て
署
名
し
て
い
る
例
が
あ
る
た
め
（
十
二
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４０１
〜
４４９
）、
本
文
書
中
の
経
典
も
実
際
に
は
内
裏
に
あ
り
、
内
裏
か
ら
造
東

大
寺
司
に
貸
し
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
章
疏
は
、
勝
宝
五
年
四

月
頃
か
ら
徐
々
に
書
写
さ
れ
て
い
き
〔
四
五
〕、
五
月
一
日
経
の
疏
目
録
で

は
最
後
の
方
に
列
記
さ
れ
て
い
る
（
十
二
５２２
〜
５４３
）。﹇
山
下
二
〇
〇
二
﹈

〔
五
三
〕
山
階
寺
専
経
所
が
写
書
所
か
ら
借
り
た
新
華
厳
経
を
領
納
し
た
旨
を
報

告
す
る
返
抄
。
文
書
の
奥
に
は
経
台
と
仁
王
経
に
つ
い
て
の
追
記
が
別
筆
で

な
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
後
日
に
山
階
寺
専
経
所
へ
貸
し
出
し
た
か
提
供

し
た
際
の
記
録
で
あ
ろ
う
。

〔
五
四
〕
飯
高
内
侍
の
宣
で
開
始
し
た
薬
師
経
四
九
巻
の
書
写
に
つ
い
て
、
経
師

が
写
し
た
経
典
の
巻
数
と
使
用
し
た
紙
数
、
お
よ
び
残
っ
た
紙
数
を
記
す
。

使
用
し
た
六
三
七
張
は
、〔
三
三
〕
に
記
さ
れ
た
薬
師
経
の
紙
数
の
合
計
に

合
致
す
る
。
な
お
、
十
５６３
〜
５６４
の
充
紙
合
計
は
六
八
六
張
で
あ
る
。

〔
五
五
〕
薬
師
経
四
九
巻
の
書
写
が
終
わ
っ
た
の
で
、
他
所
へ
貸
し
出
す
旨
が
書

か
れ
た
経
典
進
送
状
の
案
。
十
二
月
二
十
五
日
に
装
幀
を
終
え
て
い
る
の
で

（〔
三
六
〕）、
完
成
の
翌
日
に
は
経
典
の
貸
し
出
し
が
手
配
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

〔
五
七
〕
行
信
師
所
か
ら
内
裏
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
た
経
典
の
う
ち
、
返
っ
て
き

た
経
・
論
・
疏
の
目
録
。〔
十
八
〕
に
よ
れ
ば
、
天
平
十
九
・
二
十
年
な
ど

の
宣
に
よ
り
貸
し
出
し
て
お
り
、
勝
宝
四
年
閏
三
月
二
十
八
日
時
点
で
返
却

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

〔
五
八
〕
五
月
一
日
経
以
外
の
経
・
論
・
律
・
疏
の
目
録
。
勝
宝
四
年
六
月
二
十

二
日
に
新
羅
使
が
献
じ
た
経
典
（〔
二
七
―
〇
二
〕）
も
含
ま
れ
て
い
る
。

〔
五
九
〕
現
状
が
不
明
な
経
・
論
・
疏
に
つ
い
て
列
挙
し
、
点
検
す
べ
き
旨
を
記

し
た
文
書
。
年
月
日
不
明
だ
が
、
大
納
言
家
（
仲
麻
呂
家
）
に
貸
出
中
の
十

住
毘
婆
沙
論
・
摂
大
乗
論
釈
は
勝
宝
元
年
八
月
四
日
宣
で
貸
し
出
し
て
お
り

（
二
四
１９３
）、
こ
れ
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
勝
宝
三
年
十
一

月
十
一
日
牒
で
紫
微
中
台
に
請
求
さ
れ
た
も
の
の
、
勝
宝
四
年
閏
三
月
時
点

で
貸
し
出
せ
て
い
な
い
（〔
十
八
〕）
こ
と
か
ら
、
勝
宝
四
年
現
在
も
仲
麻
呂

家
に
貸
出
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

〔
六
十
〕
宅
（
仲
麻
呂
家
ヵ
）・
法
華
寺
（
外
嶋
院
ヵ
）・
内
裏
に
貸
し
出
し
て
い

る
経
・
律
の
巻
数
を
記
し
た
文
書
。
大
日
古
は
〔
二
十
〕
お
よ
び
大
日
古
四

８９
よ
り
、
本
文
書
を
勝
宝
四
年
に
類
収
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
法
花
寺
」

の
項
に
記
さ
れ
て
い
る
一
部
六
百
巻
を
、
大
般
若
経
一
部
六
百
巻
に
関
す
る

記
述
と
推
測
し
た
た
め
で
あ
る
。
従
う
べ
き
見
解
だ
が
、〔
二
十
〕
は
経
典

を
法
華
寺
外
嶋
院
か
ら
借
り
受
け
た
記
録
、
大
日
古
四
８９
は
逆
に
貸
し
出
し

た
記
録
で
あ
る
。
本
文
書
の
「
宅
」
や
内
裏
に
は
経
典
を
貸
し
出
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
法
華
寺
の
項
も
貸
出
記
録
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
日
古

四
８９
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
文
書
は
勝
宝

四
年
七
月
十
六
日
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
な
ろ
う
。

〔
六
一
〕〔
三
三
〕
の
一
部
と
ほ
ぼ
合
致
し
、
そ
の
案
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
本

帳
簿
の
九
月
二
十
九
日
と
十
月
四
日
を
〔
三
三
〕
で
は
九
月
二
十
九
日
に
統

合
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
帳
簿
は
九
月
二
十
二
日
の
法
華
経
の
記
録
を
抹
消

し
て
お
り
、
そ
れ
が
〔
三
三
〕
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
六
月
二
日
の

六
十
華
厳
経
第
二
帙
は
大
日
古
に
百
九
十
八
帳
と
あ
る
が
、〔
三
二
〕〔
三

三
〕
と
同
様
に
百
九
十
帳
の
誤
植
で
あ
る
。

〔
六
二
〕
年
月
日
不
明
だ
が
、「
西
花
苑
」
は
法
華
寺
浄
土
院
の
こ
と
で
あ
り
、
宝

字
四
年
（
七
六
〇
）
頃
に
造
営
関
連
の
史
料
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
﹇
福
山
一
九
三
二
﹈。

〔
六
三
〕「
鋪
」
と
い
う
数
詞
よ
り
す
れ
ば
、
紙
や
布
に
描
か
れ
た
仏
画
に
関
す
る

文
書
で
あ
ろ
う
。
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〔
六
四
〕
仏
画
の
彩
色
に
関
す
る
記
録
の
よ
う
だ
が
、〔
六
三
〕
と
は
種
類
や
分
量

が
異
な
る
。
紙
背
は
宝
亀
四
年
の
食
口
案
だ
が
、
編
纂
所
目
録
に
「
右
ハ
ガ

シ
ト
リ
痕
ア
リ

左
切
断

上
端
破
損
」
と
あ
る
。

〔
六
五
〕
紙
背
の
付
箋
「
十
一
ノ
四
」
は
未
修
目
録
に
「
雑
物
収
納
状
并
銭
用

状
」
と
あ
り
、
本
文
書
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
付
箋
「
十
五
」

お
よ
び
隣
の
二
十
一
紙
目
の
「
十
六
」
よ
り
、
続
々
修
成
巻
以
前
は
両
者
が

接
続
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。

〔
六
六
〕「
�
」
と
い
う
数
詞
か
ら
す
れ
ば
、
仏
画
で
な
く
仏
像
に
関
す
る
も
の
か
。

〔
参
考
文
献
〕

新
井
重
行
「
天
平
勝
宝
初
年
に
お
け
る
瑜
伽
論
の
書
写
に
つ
い
て
」（
西
洋
子
・

石
上
英
一
編
『
正
倉
院
文
書
論
集
』
青
史
出
版
、
二
〇
〇
五
）

飯
田
剛
彦
「
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
『
正
倉
院
御
物
目
録
』
十
二
（
未
修
古
文
書
目

録
）」（『
正
倉
院
紀
要
』
二
三
〜
二
五
、
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
）

石
上
英
一
「
正
倉
院
文
書
目
録
編
纂
の
成
果
と
古
代
文
書
論
再
検
討
の
視
角
」

（
石
上
ほ
か
編
『
古
代
文
書
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
）

石
上
英
一
「
古
代
日
本
史
料
の
世
界
」（
立
教
大
学
東
ア
ジ
ア
地
域
環
境
問
題
研

究
所

浦
野
聡
・
深
津
行
徳
編
『
古
代
文
字
史
料
の
中
心
性
と
周
縁
性
』
春

風
社
、
二
〇
〇
六
）

大
平
聡
「
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
「
奉
請
」」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
六
、
一
九

九
〇
）

風
間
亜
紀
子
「
造
東
大
寺
司
に
お
け
る
画
師
の
活
動
」（『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
第

四
一
号
、
二
〇
〇
〇
）

栄
原
永
遠
男
「
藤
原
仲
麻
呂
家
に
お
け
る
写
経
事
業
」（『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内

裏
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
九
九
）

佐
々
田
悠
「
天
平
勝
宝
五
・
六
年
の
華
厳
経
書
写
と
外
嶋
院
」（
西
洋
子
・
石
上

英
一
編
『
正
倉
院
文
書
論
集
』
青
史
出
版
、
二
〇
〇
五
）

薗
田
香
融
「
南
都
仏
教
に
お
け
る
救
済
の
論
理
（
序
説
）」（『
日
本
宗
教
史
研
究

四

救
済
と
そ
の
論
理
』
法
蔵
館
、
一
九
七
四
）

西
洋
子
「
食
口
案
の
復
原
（
１
）」（『
正
倉
院
文
書
研
究
』
四
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
六
）

西
洋
子
『
正
倉
院
文
書
整
理
過
程
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
）

西
洋
子
「「
未
修
古
文
書
目
録
」
と
「
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
」
の
対
照
表

（
一
）」（『
正
倉
院
文
書
研
究
』
１１
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
）

野
間
清
六
「
正
倉
院
文
書
に
見
ゆ
る
六
宗
厨
子
の
彩
色
」（『
建
築
史
』
三
‐
五
、

一
九
四
一
）

原
秀
三
郎
「
小
杉
榲
邨
旧
蔵
「
写
経
所
請
経
文
」
に
つ
い
て
」（『
南
都
仏
教
』
四

三
・
四
四
、
一
九
八
〇
）

福
山
敏
男
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
法
華
寺
の
造
営
」（『
日
本
建
築
史
の
研
究
』
桑

名
文
星
堂
、
一
九
四
三
、
初
出
一
九
三
二
）

皆
川
完
一
「
光
明
皇
后
願
経
五
月
一
日
経
の
書
写
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
文
書
学

論
集

３
、
古
代
�
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
、
初
出
一
九
六
二
）

山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
）

山
下
有
美
「
東
大
寺
の
花
厳
衆
と
六
宗
」（『
正
倉
院
文
書
研
究
』
８
、
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
二
）

渡
辺
晃
宏
「
廿
部
六
十
花
厳
経
書
写
と
大
仏
開
眼
会
」（
皆
川
完
一
編
『
古
代
中

世
史
料
学
研
究
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）

〔
付
記
〕
本
目
録
は
、
か
つ
て
前
田
慶
一
氏
が
石
上
英
一
先
生
の
ゼ
ミ
で
報
告
し

た
も
の
を
土
台
と
し
、
宮
川
に
よ
る
再
報
告
を
経
た
上
で
作
成
し
た
も
の
で
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あ
る
。
し
た
が
っ
て
前
田
氏
の
知
見
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
文
責
は
宮
川
に

あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

257



作成／発信→受信 大 日 古 文書の所在 次 他の利用 備 考

写書所 十二２０３ ZZ４４―１０〈１９〉 １ 付箋「十九」「卅一ノ四」、

未修目録７４７「一枚」。

写書所 十二２０３～２０４ ZZ１４―３〈４〉 １ 付箋「四十三」、未修目

録１１２１「一枚」。

東大寺→造東大寺司→写

書所

十二２１８～２１９ ZZ１６―７〈１４〉 １

写書所（→造東大寺司） 三５６０～５７２、

十二３００～３１０

ZB２４��、ZZ３８―３

〈１～７〉

― 各文書参照 各文書参照

写書所（→造東大寺司） 三５６０～５６１ ZB２４� ２ 一次、〔５〕

写書所（→造東大寺司） 三５６２～５６３ ZB２４�（１） １

写書所（→造東大寺司） 三５６５～５６６ ZB２４�（２） １

写書所（→造東大寺司） 三５６８～５６９ ZB２４�（２） １

写書所（→造東大寺司） 三５７０～５７２ ZB２４�（３） １

写書所（→造東大寺司） 十二３００～３０１ ZZ３８―３〈１〉 １ 付箋「廿九ノ五 一」、

未修目録６６２「一枚」。

写書所（→造東大寺司） 十二３０１～３０３ ZZ３８―３〈１・２〉 １ ZZ３８―３〈２〉に付箋「四十

三ノ八 二」、未修目録

１１１９「三枚」。

写書所（→造東大寺司） 十二３０３～３０４ ZZ３８―３〈３〉 ２ 一次、〔３７〕

写書所（→造東大寺司） 十二３０４～３０５ ZZ３８―３〈４〉 ２ 一次、〔４４〕

写書所（→造東大寺司） 十二３０６ ZZ３８―３〈５〉 ２ 一次、〔１７〕 付箋「廿八ノ十一 三」、

未修目録６０９「三枚」。

写書所（→造東大寺司） 十二３０７～３０８ ZZ３８―３〈６〉 １ 端裏書「案食口十月」

写書所（→造東大寺司） 十二３０８～３１０ ZZ３８―３〈７〉 １

写書所（→造東大寺司→

太政官）

十二２２０～２２２ ZB２４�裏 １ 二次、〔４―０１〕

各文書参照 各文書参照 ZZ３―１０裏〈８～１３〉、

ZB５�③
― 各文書参照

造東大寺司→法華寺→内

裏→法華寺→造東大寺司

十二２１９～２２０ ZZ３―１０裏〈８〉 １ 二次、「奉写一切経所告

朔解案帳」（宝亀４、二

一４９７～４９８）

教演→写書所 十二２６４ ZZ３―１０裏〈９〉 １ 二次、「奉写一切経所告

朔解案帳」（宝亀４、二

一４９８～４９９）

紫微中台→造東大寺司→

写書所

三５８５～５８６ ZB５� １ 二次、「奉写一切経所告

朔解案帳」（宝亀４、二

一４９９～５００）
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文書番号 文 書 名 年 月 日 期間／作成 写経事業 文書機能

１ 韓櫃進送注文 （勝宝４．正ヵ） 作成 ― 韓櫃の進送記録

２ 欲奉写経目録 勝宝４．正．２５ 作成 ― 書写すべき経典の目

録

３ 東大寺法華経疏奉請

文

勝宝４．正．２８ 作成 ― 経疏の借用申請

４ 写書所食口案 勝宝４．２．（１） ～勝宝４．１２．１ ― 食口の報告

―０１ 写書所解案 勝宝４．２．（１） 作成 ― 正月の食口報告

―０２ 写書所解案 勝宝４．３．１ 作成 ― 二月の食口報告

―０３ 写書所解案 勝宝４．�．１ 作成 ― 三月の食口報告

―０４ 写書所解案 勝宝４．�．２１ 作成 ― 閏三月の食口報告

―０５ 写書所解案 勝宝４．４．２９ 作成 ― 四月の食口報告

―０６ 写書所解案 （勝宝４）．５．３０ 作成 ― 五月の食口報告

―０７ 写書所解案 （勝宝４）．６．２９ 作成 ― 六月の食口報告

―０８ 写書所解案 （勝宝４）．７．３０ 作成 ― 七月の食口報告

―０９ 写書所解案 勝宝４．８．３０ 作成 ― 八月の食口報告

―１０ 写書所解案 勝宝４．９．２１ 作成 ― 九月の食口報告

―１１ 写書所解案 （勝宝４）．１１．１１ 作成 ― 十月の食口報告

―１２ 写書所解案 勝宝４．１２．１ 作成 ― 十一月の食口報告

５ 造東大寺司解案 勝宝４．２ヵ 作成 最勝王経、仁王経、

六巻抄、梵網経疏

用度申請

６ 所々牒継文 勝宝４．２．２６ ～勝宝４．７．２２ ― 各文書参照

―０１ 造東大寺司牒 勝宝４．２．２６ 作成 ― 経疏借用申請

―０２ 東大寺僧教演牒 勝宝４．４．２ 作成 ― 経疏借用申請

―０３ 紫微中台牒 勝宝４．７．２２ 作成 ― 経疏借用申請
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大納言藤原家→造東大寺

司→写書所

三５８４～５８５ ZB５� １ 二次、「奉写一切経所告

朔解案帳」（宝亀４、二

一５００～５０１）

東大寺→写書所 十二３３２ ZZ３―１０裏〈１０〉 １ 二次、「奉写一切経所告

朔解案帳」（宝亀４、二

一５０１～５０２）

弘曜→造東大寺司→写書

所

十二３３１ ZZ３―１０裏〈１１〉 １ 二次、「奉写一切経所告

朔解案帳」（宝亀４、二

一５０２）

（慈訓→）造東大寺司→

写書所

十二２９８～２９９ ZZ３―１０裏〈１２〉 １ 二次、「奉写一切経所告

朔解案帳」（宝亀４、二

一５０２～５０３）

（市原王家→）造東大寺

司→写書所

三５７６～５７７ ZZ３―１０裏〈１３〉 １ 二次、「奉写一切経所告

朔解案帳」（宝亀４、二

一５０３～５０５）

写書所 十二２２２～２２３ ZZ３７―２〈８〉 １

写書所 十二２３１～２３６ ZZ６―８〈１～３〉 ２ 一次、「勅旨写一切経所

并造東大寺司牒案」（勝

宝２、十一２６２～２６３）

往来軸「充六十花厳本

帳」（表）、「後」（裏）。

写書所（→造東大寺司） 二五４３～４４ ZZ４２―４〈９〉 １ 大日古所載の奥裏切封は

ZZ４２―４〈８〉の誤り。

写書所 十二２２３～２２６ ZZ６‐７〈１～３〉 １ 往来軸「充六十花厳紙

帳」（表）、「後」（裏）は

本来〔１１〕のものか。

写書所 十二２２３～２２４ ZZ６―７〈１〉 １

写書所 十二２２４～２２５ ZZ６―７〈２〉 １

写書所 十二２２５～２２６ ZZ６―７〈３〉 １

写書所 十二２２６～２３１ ZZ６―１２〈５～８〉 １ 付箋「五」「卅六ノ十七」、

未修目録９４６「同（壱巻）

四枚」。

写書所 十二２３６～２３８ ZZ６―９〈１～２〉 １ 往来軸「六十花厳校帳」

（表）「後」（裏）。付箋「�」、
未修目録１０１８「同（壱巻）

二枚」。

写書所 十二２３８～２４２ ZZ４４―２〈１～３〉 １ 端裏書「合蓆七十四枚

畳十六枚〈二著蓆〉」、

「上読題了」（天地逆）

付箋「�二ノ廿」、未修
目録１０５８「同（壱巻）三

枚」。

写書所 十二２４３～２４７ ZZ４６―１〈１～４〉 ― 往来軸「充厨子彩色帳」

（表）、「勝宝閏三月十八

日」（裏）。

写書所 十二２４３～２４６ ZZ４６―１〈１～３〉 １ 付箋「一ノ十三」、未修目

録１３「同（壱巻）壱枚半」、

付箋「廿五帙七巻」「一」、

未修目録４９０「一枚」。
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―０４ 大納言藤原家牒 勝宝４．７．１８ 作成 ― 経疏借用申請

―０５ 東大寺牒 勝宝４．７．１０ 作成 ― 経疏借用申請

―０６ 薬師寺僧弘曜牒 勝宝４．６．５ 作成 ― 経疏受領書

―０７ 興福寺僧慈訓請経文 勝宝４．５．２３ 作成 ― 経疏借用申請の抄出

―０８ 市原王家請経文 勝宝４．５．２３ 作成 ― 経疏借用申請の抄出

７ 経料紙受納帳 勝宝４．３．２１ 作成 廿部六十華厳経 写経料紙の受納記録

８ 廿部六十華厳経充本

帳

（勝宝４．３ヵ） 作成 廿部六十華厳経 充本の記録

９ 写書所解案 （勝宝４）．３．２２ 作成 廿部六十華厳経 緒・軸・紙の請求

１０ 廿部六十華厳経料紙

充装�帳
勝宝４．３．２２ ～勝宝４．９．８ 廿部六十華厳経 各文書参照

―０１ 廿部六十華厳経料紙

充装�帳
勝宝４．３．２２ ～勝宝４．�．２２ 廿部六十華厳経 継・打・界の記録

―０２ 廿部六十華厳経料紙

充装�帳
勝宝４．�．５ ～勝宝４．４．４ 廿部六十華厳経 装幀の記録

―０３ 廿部六十華厳経料紙

充装�帳
勝宝４．９．８ 作成 廿部六十華厳経 校正の記録

１１ 廿部六十華厳経充紙

筆墨帳

勝宝４．３．２３ ～勝宝４．�．２４ 廿部六十華厳経 経師への紙・筆・墨

の支給記録

１２ 廿部六十華厳経校帳 勝宝４．３～�頃 作成 廿部六十華厳経 校正の記録

１３ 雑物請納帳 勝宝４．�．１７ ～勝宝４．４．５ ― 物品の請求・受納の

記録

１４ 充厨子彩色帳 勝宝４．�．１８ ～勝宝４．４．５ 六宗厨子 各文書参照

―０１ 厨子帳 勝宝４．�．１８ ～勝宝４．４．５ 六宗厨子 画師名と出勤日の記

録
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写書所 十二２４６～２４７ ZZ４６―１〈４〉 １ 付箋「二」「十八ノ七」

「十八帙七巻」、未修目録

３０１「一枚」。

写書所 三５９２～５９３ ZZ４６―２〈１～２〉 １ 端裏書「読」（天地逆）

未収

写書所 十二２４７～２５２ ZZ４６―３〈１～６〉 ― 各文書参照

写書所 十二２４７～２４９ ZZ４６―１〈１～２〉 １

写書所 十二２４９～２５０ ZZ４６―１〈３〉 １ 付箋「廿帙五巻」、未修

目録３６６「一枚」。

写書所 十二２５０～２５１ ZZ４６―１〈４〉 １ 端裏書「読上 僧最信返

上」

付箋「三」「廿帙五巻」、

未修目録３６０「一枚」。

写書所 十二２５１ ZZ４６―１〈５〉 １ 付箋「廿四帙十二巻」、

未修目録４６４「一枚」。

写書所 十二２５１～２５２ ZZ４６―１〈６〉 １ 端裏書「題了」 付箋「五」「廿帙五巻」、

未修目録３５９「一枚」。

写書所→法華寺→写書所 十二２５７～２５８ ZZ３８―３裏〈５〉 １ 二次、〔４―１０〕

写書所 十二２５８～２６３ ZZ２―１１〈１～４〉 １ 付箋「卅四ノ九」、未修

目録８７８「四枚」

東大寺→写書所 十二２６３～２６４ ZZ１６―７〈２〉 １

写書所 十二２６５～２６６ 拾遺１２番 １ 静岡県立美術館所蔵

東大寺→写書所 十二２６６ ZZ１６―７〈１５〉 １

写書所（栄法→造東大寺

司→写書所）

十二２６７ ZZ１６―７〈１６〉 １

内麻呂→写書所 十二２６７ ZZ２３―４〈４３〉 １

写書所（造東大寺司→太

政官）

各文書参照 ZB１６裏、ZZ４２―３

〈２～１２〉

― 各文書参照

写書所（造東大寺司→太

政官）

十二３４７～３５０ ZB１６�裏 ２ 一次〔３５〕、端裏「用度

文」

写書所（造東大寺司→太

政官）

十二３４２～３４６ ZZ４２―３〈２～４〉 １ 端裏「用度文」 付箋「二」「十六ノ八」、

未修目録２６６「同（壱巻）

十一枚」。

写書所（造東大寺司→太

政官）

十二２７２～２７７ ZZ４２―３〈５～８〉 ？ ？次、「写書所解案」（勝

宝２、十一２８０～２８４）吉

松目録〔４２〕

写書所（造東大寺司→太

政官）

十二２６８～２７２ ZZ４２―３〈９～１２〉 １

写書所（造東大寺司→太

政官）

十二２７２ ZZ４２―３〈１２〉 １ 付箋「十六ノ八」、未修

目録２６６「同（壱巻）十一

枚」。
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―０２ 厨子帳 勝宝４．�頃ヵ 作成 六宗厨子 画師の記録

１５ 充厨子画所雑物帳 勝宝４．�．２２ ～勝宝４．４．６ 六宗厨子 彩色用顔料の支給記

録

１６ 厨子絵像并画師目録 勝宝４．�頃ヵ 作成 六宗厨子 各文書参照

―０１ 厨子絵像并画師目録 勝宝４．�頃ヵ 作成 六宗厨子 厨子の絵像の目録

―０２ 厨子絵像并画師目録 勝宝４．�頃ヵ 作成 六宗厨子 厨子の絵像の目録

―０３ 厨子絵像并画師目録 勝宝４．�頃ヵ 作成 六宗厨子 厨子の絵像の目録

―０４ 厨子絵像并画師目録 勝宝４．�頃ヵ 作成 六宗厨子 厨子の絵像の目録

―０５ 厨子絵像并画師目録 勝宝４．�頃ヵ 作成 六宗厨子 厨子の絵像の目録

１７ 東大寺写経所返疏文 勝宝４．�．２８ 作成 ― 経疏返還の書状

１８ 造東寺司請経論疏目

録

勝宝４．�．２８ 作成 ― 貸出中の経・論・疏

の目録

１９ 東大寺僧教輪智憬疏

論奉送啓

勝宝４．�．２９ 作成 ― 経疏の送り状

２０ 写書所請経文 勝宝４．４．６ ～勝宝４．４．７ ― 経典の借用記録

２１ 東大寺牒 勝宝４．４．７ 作成 ― 東大寺から写書所へ

の経典借用申請

２２ 東大寺僧栄法請経文 勝宝４．４．１８ 作成 ― 経典の借用請求

２３ 経師伊蘇志内麻呂手

実

勝宝４．４．２８ 作成 廿部六十華厳経 書写した紙数の報告

２４ 造東大寺司解案 勝宝４．４．２８ ～勝宝４．８．７ 各文書参照 用度申請

―０１ 造東大寺司解案 勝宝４．８．７ヵ 作成 七部経 用度申請

―０２ 造東大寺司解案 勝宝４．８．７ 作成 七部経 用度申請

―０３ 造東大寺司解案 不明 作成 八十華厳経十部 用度申請

―０４ 造東大寺司解案 勝宝４．４．２８ 作成 六十華厳経一部 用度申請

―０５ 造東大寺司解案 勝宝４ヵ 作成 ― 用度申請
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写書所 十二２７８～２８６ ZZ３４―７〈１～７〉 １ 往来軸（右軸）「請間筆

墨文」。

写書所（→造東大寺司） 三５７３～５７４ Z２９� １

各文書参照 十二２８７～２９３ ZZ１５―８〈１～７〉 ― 各文書参照 往来軸「自所々請来経

帳」。

写書所（造東大寺司→珍

努宮）

十二２８７～２８８ ZZ１５―８〈１〉 １

写書所 十二２８８～２９０ ZZ１５―８〈２～４〉 １

写書所 十二２９１ ZZ１５‐８〈５〉 ２ 二次、「僧霊曜状」（勝宝

８、十三１７１～１７２）

写書所 十二２９１ ZZ１５‐８〈６〉 １

生江臣家道女・大田女→

造東大寺司→写書所

十二２９２～２９３ ZZ１５‐８〈７〉 １

写書所 十二３１０ ZZ１６―５〈１〉 １

高椅連乙麻呂三千代連黒

麻呂→造東大寺司ヵ

十二３１１～３１２ ZZ３８―８裏〈５〉 １ 二次、「石山院奉写大般

若経所食物用帳」（宝字

６、十五４７１～５００）矢越

目録〔７８〕）

紙背に付箋「二十ノ六」、

未修目録３７２「一枚」。

写書所 三５７８ Z４２〈９〉 １

写書所（→造東大寺司） 十二３１２～３１５ ZZ２４―３裏〈６～８〉 ― 各文書参照

写書所（→造東大寺司） 十二３１２～３１３ ZZ２４―３裏〈６〉 １ 二次〔４６〕

写書所（→造東大寺司） 十二３１４～３１５ ZZ２４―３裏〈７～８〉 １ 二次〔４６〕

写書所 十二３１７～３１９ ZZ２７―４〈３７～３８〉 １ 付箋「廿」「十三帙七巻」、

未修目録２１０「二枚」。

写書所 十二３１９～３３０ ZZ２８―６〈２～７〉 １ 巻首に白紙が付随し、そ

こに往来軸「間経并疏文

造充装�」（表）「勝宝四
年七月」（裏）。付箋「卅

九ノ六」、未修目録９８６

「同（壱巻）六枚」。

写書所 十二３１５～３１６ ZZ３７―９〈２５〉 ２ 冒頭部裏に開元釈教録に

関する記述あり（天地

逆）。もとは経典に副え

た紙か。

付箋「十七」「廿七ノ八」、

未修目録５７０「一枚」。

写書所（造東大寺司→太

政官）

三５８２～５８４ ZB１６� １ 二次〔２４―０１〕

写書所 三５９４～６１２ ZZ３７―４〈２９～４０〉 １ 端裏「工広岡」（天地逆、

未収）

付箋「卅ノ十一」、未修

目録７０２「同（壱巻）十

二枚」。
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２５ 写書所請間写筆墨帳 勝宝４．５．９ ～勝宝７．１２．２０ 間写 筆・墨の受納記録

２６ 写書所解案 勝宝４．５．１１ 作成 六宗厨子 顔料の使用料・残量

の報告

２７ 自所々請来経帳 勝宝４．５．１６ ～勝宝９．５．２ ― 写書所が借り受けた

経典の記録

―０１ 造東大寺司奉請文案 勝宝４．５．１５ 作成 ― 経典の借用申請

―０２ 経疏出納帳 勝宝４．６．２２ ～勝宝８．５．６ ― 経典等の借用記録

―０３ 経疏出納帳 勝宝８．５．２０ 作成 ― 経典等の借用記録

―０４ 経疏出納帳 勝宝８．８．１５ 作成 ― 経典等の借用記録

―０５ 経典等貢進状 勝宝９．５．２ 作成 ― 経典の貢進状

２８ 経典出納帳 勝宝４．５．２３ ～勝宝４．７．１０ 五月一日経 経典の借用記録

２９ 高椅連乙麻呂三千代

連黒麻呂解

勝宝４．６．７ 作成 ― 蒭の代金申請

３０ 経疏出納帳 勝宝４．６．１２ 作成 ― 経疏の貸出

３１ 写書所解案 勝宝４．６．２７ 作成 ― 舎人等の上日報告

―０１ 写書所解案 勝宝４．６．２７ヵ 作成 ― 舎人等の上日報告

―０２ 写書所解案 勝宝４．６．２７ 作成 ― 舎人等の上日報告

３２ 間経并疏文造充装�
帳

勝宝４．７．２ ～勝宝５．６．２ 間写 装幀の記録

３３ 間経并疏文造充装�
帳

勝宝４．７．２ ～勝宝７．６．１７ 間写 装幀の記録

３４ 写経料紙用残帳 勝宝４．７．２ ～勝宝４．７．９ 間写 書写に用いた料紙と

その残りの記録

３５ 造東大寺司解案 勝宝４．７．１７ 作成 七部経 用度申請

３６ 経紙出納帳 勝宝４．７．２９ ～宝字２．４．４ 間写 写経料紙の収納記録
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作成／発信→受信 大 日 古 文書の所在 次 他の利用 備 考

写書所 十二３５０～３５１ ZZ３８―３裏〈３〉 １ 二次〔４―０８〕

写書所 十二３５１ ZZ４２―３〈１〉 １ 付箋「第八帙 第三巻」、

未修目録不明。

写書所 十二３３３～３４２ ZZ３７―５〈２～１５〉 ２ 一次〔４１〕 付箋「卅ノ六」、未修目

録６９３「同（壱巻）十四枚」。

東大寺三論宗→写書所 十二３５２ ZZ１５―４裏〈９〉 １ 二次、「経疏帙箋等奉請

帳」（勝宝７年、十三１９２

～２０１）佐々田目録〔参

考１〕

（水主→）写書所 十二３５３ ZZ３７―５裏〈４〉 １ 二次〔３９〕

忍人→写書所 十二３５４～３５５ ZZ６―７〈４〉 １

虫麻呂→写書所 十二３５４ ZZ６―７〈５〉 １

造東大寺司→経師等 十二３５５～３５６ ZZ３８―３裏〈４〉 １ 二次〔４―０９〕

写書所 十二３５７～３６３ ZZ２８―１７〈１～５〉 １ 〈４〉端裏「菩薩弐本一巻」 往来軸「天平勝宝四年」

（表）「常疏充書造」（裏）、

付箋「八ノ十四」、未修

目録１０７「同（壱巻）五枚」。

写書所 十二３６４～３７５ ZZ２４―３〈１～８〉 ２ 一次〔３１―０１、０２〕 付箋「二ノ十」、未修目

録２５「同（壱巻）六枚半」。

〈７〉に付箋「一」、〈８〉に

付箋「二」。往来軸「従

四年八月迄五年」（表）、

「七月上日案」（裏）。

写書所 十二３７６～３７７ ZZ６―７〈６〉 １

写書所 十二３７８～３７９ ZZ３７―９〈２８〉 １

写書所 十二３７７ ZZ５―１〈２８〉 １

写書所 十二２０７ ZZ１４―３〈６〉 １ 付箋「三」「十二帙四巻」、

未修目録１６６「一枚」。

写書所（写書所→紫微中

台）

十二３７９～３８４ ZZ１５―６〈１～３〉 １

写書所 二五５３～５４ ZZ１５―４裏〈１０〉 １ 二次、「造東大寺司牒案」

（勝宝８、十三１９９～２００）

佐々田目録〔参考１‐３〕

山階寺専経所→写書所 三５９０～５９１ ZZ４２〈１０〉 １

写書所 二五５４～５５ ZZ８―６〈９〉 １
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３７ 七部経色紙注文 勝宝４．８．７ 作成 七部経 写経料紙の枚数の記

録

３８ 七部経紙所余注文 勝宝４ヵ 作成 七部経 料紙の予備の記録

３９ 経紙并軸緒納帳 勝宝４．８．１２ ～勝宝５．１０．４ 間写 写経料紙・軸・緒の

収納記録

４０ 東大寺三論宗牒 勝宝４．８．２４ 作成 ― 論の借用申請

４１ 他田水主経紙進送文

案

勝宝４．８．２５ 作成 ― 写経料紙の進送状

４２ 装�能登忍人手実 勝宝４．８．２７ 作成 廿部六十華厳経 装�能登忍人の継・
打・界と装幀の記録

４３ 装�春日虫麻呂手実 勝宝４．８．２７ 作成 ？華厳経 装�春日虫麻呂の
継・打・界と装幀の

記録

４４ 造東大寺司経師召文

案

勝宝４．８．３０ 作成 ― 造東大寺司による経

師召喚状

４５ 常疏充書造 勝宝４．８．３０ ～勝宝８．４．４ 五月一日経 装幀の記録

４６ 写書所上日帳 勝宝４．８ ～勝宝５．７ ― 経師・校生・装�の
上日報告

４７ 先料所請未写報納交

名

勝宝４．９．８ 作成 廿部六十華厳経 経師とその書写枚数

の記録

４８ 写書所経紙注文 勝宝４．９．１９ ～勝宝４．１２．２８ 三部華厳経 支給された写経料紙

の記録

４９ 応写法華経品目録 勝宝４．９ヵ 作成 法華経四品 書写すべき法華経品

の目録

５０ 応写法華経品目録 勝宝４．９ヵ 作成 法華経四品 書写すべき法華経品

の目録

５１ 奉請経論疏目録 勝宝４．１０．２２ 作成 五月一日経 借用する経典の目録

５２ 東大寺三綱牒 勝宝４．１１．９ 作成 五月一日経 紙筆墨充当の記録

５３ 山階寺専経所返抄 勝宝４．１１．２６ 作成 ― 経典貸出に対する返

抄

５４ 写薬師経注文 勝宝４．１２ヵ 作成 薬師経４９巻 写経料紙の使用量・

残量の記録
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写書所（→某所） 十二３８６ ZZ３４‐６裏〈１１〉 １ 二次、「経師等紙筆墨充

帳」（天平２１、十５５４～

５８８）

写書所 十二３８６～３９１ ZZ１６―７〈６・７～９・１３・

１８〉、ZZ１６―５〈５～８〉

１ 七紙目冒頭に文字僅存

（未収）。

写書所 十二３８４ ZZ１６‐１〈９〉 １

写書所 十二２９３～２９８ ZZ１２‐５〈１～３〉 ― 自宮来雑物継文（宝字２、

十一３４７～３５０）

写書所 二五５７～５８ ZZ１４―５〈７〉 １

写書所 二五５５～５７ ZZ１２‐１１〈８〉 １ 二次、「返経并留経注文」

（勝 宝５年、二 五１６９～

１７０）

付箋「三ノ五」「六」、未

修目録不明。

写書所（→造東大寺司

ヵ）

十二３３１～３３２ ZZ２７―４〈４６〉 １ 付箋「卅二ノ三」「廿三」、

未修目録８０９「一枚」。

写書所（某→某所） 十二２５２ ZZ４６‐４〈１０〉 １ 裏書「廿一升二合」（未

収）

付箋「卅二ノ九」、未修

目録８２９「片紙」。

写書所 十二２５３～２５４ ZZ４６‐４〈３〉 １ 端裏「校了」（未収） 付箋「廿七ノ八」、未修

目録５７９「一枚」。

写書所 十二２５４ Z２９〈４〉 ？ ？次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二一１８３）

写書所 十二２５５ ZZ２４‐６裏〈２０〉 ？ ？次、経師等上日帳（天

平２０、十３５９～３６１）

紙背に付箋「十一ノ四」

「十 五」、未 修 目 録１４１

「一枚」。

写書所 十二２５６～２５７ ZB３４裏 １ 二次、羽栗大山等解（宝

字６、十五３５８～３５９）矢

越目録〔２８―２〕

写書所 十二２５６ ZZ４６‐４〈４〉 １ 付箋「六」「廿五ノ九」、

未修目録５０８「片紙 七十

枚」に含まれるか？
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５５ 造東大寺司奉請文案 勝宝４．１２．２６ 作成 薬師経４９巻 経典進送状

５６ 経疏奉請帳 勝宝４．１２．２６ ～勝宝５．６．４ ― 貸出中の経典の記録

５７ 従行信師所奉請経論

疏目録

勝宝４ヵ 作成 ― 内裏から返却された

経典の目録

５８ 写書所間写経疏目録 勝宝４ヵ 作成 間写 常写以外の経・論・

律・疏の目録

５９ 大小乗経論律目録 勝宝４以降ヵ 作成 五月一日経 実検すべき経・論・

律の目録

６０ 所々経検注文 勝宝４以降ヵ 作成 ― 貸出中の経典を数え

記した文書

６１ 間写文造充装潢帳 勝宝５．５．２９ ～勝宝５．１０．４ 間写 本経の返送

６２ 某啓案 宝字４ヵ 作成 ― 画師を請う状

６３ 仏画彩色料帳 年月日不明 作成 ― 仏画の顔料の記録

６４ 仏画（？）彩色料帳 年月日不明 作成 ― 仏画（？）の顔料の

記録

６５ 仏画彩色料并布施等

帳

年月日不明 作成 ― 仏画の顔料の代金と

布施銭の記録

６６ 仏像彩色料帳 年月日不明 作成 ― 仏像の顔料の記録

６７ 阿弥陀浄土図彩色料

帳

年月日不明 作成 ― 阿弥陀浄土図の顔料

の記録
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